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「特許法施行令等の一部を改正する政令案」に対する意見について 

 

平成20年特許法等の一部を改正する法律の施行に伴い、特許法施行令等について改

正を行うにあたり、特許法施行令等の一部を改正する政令案について、パブリックコメ

ントの募集が行われておりますところ、当組合知的財産権問題専門委員会において検討

した結果、下記の通り意見を提出いたします。 

 

記 

 

１．証明等の制限について 

証明の制限の対象となる情報として、特許法施行令改正案第18 条第１項及び2項

に通常実施権/仮通常実施権者の氏名及び住所、通常実施権/仮通常実施権の範囲が挙

がっているが､制限対象として妥当であると考える。 

また、特許法施行令改正案第18 条第１項及び2項に規定されている利害関係を有

する者の対象範囲についても妥当であると考える。 

 

２．通常実施権等の対価に関する事項の申請書記載事項からの除外について 

当該実施権を活用した事業の規模、両者の力関係というビジネス上の重要情報が公 

になってしまう可能性があった「対価」が特許登録令改正案第45 条第1項の登録申

請事項から除外されたことについて、評価できる。 

 

３．特許登録令 第38条（却下）について 

  仮通常実施権制度の導入の趣旨に鑑み、申請書に38条第3項および第6項のような不

備があった場合、却下せずに補正を命ずることができるようにしていただきたい。 
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